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資料５目標管理型政策評価における評価の実施間隔について

評価対象

一定期間内で評価施策をローテーション化し、評価している行政機関    → ４行政機関

毎年度、全施策を評価している行政機関                                               → １２行政機関

ローテーション化の状況

行政機関ａ

評価対象について、基本計画
において、１～３年程度の周
期で選定するとしており、毎年
度の実施計画において具体
的に決定。 

評価実績
２４年度 ： ７／２７施策 
２３年度 ： ７／２７施策
上記のほか、総合評価方式により評
価を実施した施策もある。

評価を実施しない施策につい
ては、目標達成状況の把握に
必要なデータ収集に努める。 

行政機関ｂ

基本計画（５年度毎に策定）で
政策体系を定めており、毎年度
の具体的な評価対象については
実施計画において決定。 

評価実績
２４年度 ： ２３／４７施策
２３年度 ： ２８／４６施策
４施策は２年度とも評価を実施し、その他
の施策は、いずれかの年度に実施

評価を実施しない施策につい
ては、モニタリングを実施。

行政機関ｃ

概ね、５年に１度、評価を実施。
実施計画（事前分析表）にお
いて、今後５年間における評
価の実施時期を明示している。

評価実績
２４年度 ： ２１／８１施策 
２３年度 ： ６／８０施策

評価を実施しない施策につい
ては、モニタリングを実施。

行政機関ｄ

実施計画で基本計画期間内
における各施策の評価実施
時期（＊）を明示している。
＊政策ごとに、３年に１度、２年に１度
又は毎年評価を実施するものとして
区分されている。

評価実績
２４年度 ： ２１／４４施策
２３年度 ： ４０／４０施策

評価を実施しない施策につい
ては、モニタリングを実施。 


